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委員会における傍聴等に関する要領

平成５年６月１８日

改正 平成１８年１１月１７日

平成２２年 ３月１７日

平成２３年 ２月 ２日

平成２５年 ２月２５日

令和 元年１０月 ８日

令和 ２年 ３月２７日

令和 ５年 ３月２０日

（趣旨）

第１条 この要領は、秋田県議会委員会条例（昭和３２年秋田県条例第２２号）第１８

条第３項の規定に基づき、委員会の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

（傍聴席の区分）

第２条 傍聴席は、報道関係者席及び一般席に分ける。

２ 報道関係者席は秋田県政記者会に所属する報道関係者及び県の広報事務に従事する

者（以下「報道関係者等」という。）並びに報道関係者等以外の報道に従事する者（以

下「その他報道従事者」という。）の席とし、一般席は報道関係者席以外の席とする。

（傍聴券の交付等）

第３条 委員会を傍聴しようとする者は、傍聴券（様式１）の交付を受けなければなら

ない。ただし、報道関係者等及びその他報道従事者が傍聴しようとする場合は、この

限りでない。

２ 傍聴券は、委員会当日、議会事務局所定の場所において先着順により交付する。

３ 傍聴券の交付を受けた者は、その交付を受けた日に限り傍聴することができる。

４ 傍聴券の交付を受けた者は、係員から要求を受けたときは、傍聴券を提示しなけれ

ばならない。

５ 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴を終えたときは、これを返還しなければならない。

（傍聴人の定員）

第４条 一般席の傍聴人の定員は、それぞれ次のとおりとする。

一 各常任委員会室 各１０人

二 議会運営委員会室 ８人

三 大会議室 ２０人

四 特別委員会室 １０人



- 2 -

２ 前項の規定にかかわらず、委員長は、必要があると認めるときは、一般席の定員を

変更することができる。

（委員会室に入ることができない者）

第５条 次に該当する者は、委員会室に入ることができない。

一 人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者

二 酒気を帯びていると認められる者

三 前２号に掲げるもののほか、議事を妨害することを疑うに足りる顕著な事情が認

められる者

２ 委員長は、必要があると認めるときは、係員をして、前項第１号に規定する物を携

帯しているか否かを委員会を傍聴しようとする者に質問させることができる。

３ 委員長は、委員会を傍聴しようとする者が前項の質問に応じないときは、その者の

入場を禁止することができる。

（傍聴人の守るべき事項）

第６条 傍聴人は、傍聴するときは静粛を旨とし、次の事項を守らなければならない。

一 委員会における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明し、又は

示威的行為をしないこと。

二 飲食をしないこと。

三 携帯電話その他の電子機器による通話（着信音等を発することを含む。）をしな

いこと。

四 前３号に掲げるもののほか、委員会の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような

行為をしないこと。

（撮影等の禁止）

第７条 傍聴人は、撮影及び録音（以下「撮影等」という。）をしてはならない。ただ

し、特に委員長の許可を得た場合は、この限りではない。

（許可の範囲）

第８条 前条ただし書の許可（以下「撮影等の許可」という。）は、報道関係者等及び

その他報道従事者に対して行うものとする。

（撮影等の許可の申請）

第９条 撮影等の許可を得ようとする報道関係者等及びその他報道従事者は、委員会撮

影等許可申請書（様式２）を委員長に提出しなければならない。

（許可書）

第１０条 委員長は、撮影等の許可をしたときは、委員会撮影等許可書（様式３）を交
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付するものとする。

（名札の着用等）

第１１条 報道関係者等及びその他報道従事者は、傍聴をし、又は撮影等の許可を得て

撮影等をしようとするときは、所属及び氏名を明らかにする名札又は所属を明らかに

する腕章を着用しなければならない。

２ 前項の名札は、秋田県議会傍聴規則（昭和３５年秋田県議会規則第１号）第５条第

１項の規定により交付された傍聴章若しくはこれに相当するものとして議会事務局か

ら交付される腕章又は他者が常に視認することができる方法で着用する名刺若しくは

身分証をもってこれに代えることができる。

（撮影等の場所）

第１２条 撮影等を行う場所は、報道関係者席及び委員長が指定する場所とする。

（係員の指示）

第１３条 傍聴人は、全て係員の指示に従わなければならない。

（違反に対する措置）

第１４条 傍聴人がこの要領に違反するときは、委員長はこれを制止し、その命令に従

わないときは、退場を命ずることができる。

附 則

この要領は、平成５年６月１８日から施行する。

附 則（平成１８年１１月１日）

この要領は、平成１８年１１月１７日から施行する。

附 則（平成２２年３月１７日）

この要領は、平成２２年３月１７日から施行する。ただし、平成２２年３月１７日前

にした許可又は申請は、この要領の規定によってした相当の許可又は申請とみなす。

附 則（平成２３年２月２日）

この要領は、平成２３年２月２日から施行する。

附 則（平成２５年２月２５日）

この要領は、平成２５年３月１日から施行する。

附 則（令和元年１０月８日）

この要領は、令和元年１０月８日から施行する。

附 則（令和２年３月２７日）

１ この要領は、令和２年３月２７日から施行する。

２ この要領の施行の際現にこの要領による改正前の委員会における傍聴等に関する許

可要領（次項において「改正前の要領」という。）第２条又は第５条の許可を受けて
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いる者は、この要領による改正後の委員会における傍聴等に関する許可要領（次項に

おいて「改正後の要領」という。）第２条又は第５条の許可を受けた者とみなす。

３ この要領の施行の際現にされている改正前の要領第２条又は第５条の規定による許

可の願い出は、改正後の要領第２条又は第５条の規定による許可の申請とみなす。

附 則（令和５年４月１日）

１ この要領は、令和５年４月１日から施行する。

２ この要領の施行の際現にこの要領による改正前の委員会における傍聴等に関する許

可要領第５条の許可を受けている者は、この要領による改正後の委員会における傍聴

等に関する要領第９条の許可を受けた者とみなす。
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様式１（傍聴券）

表

No.

委員会傍聴券

秋 田 県 議 会

年 月 日発行

裏

傍聴人心得

１ この券は、記載された日に限り有効です。

２ 係員から求められたときは、この券を係員に提示してくだ

さい。

３ 傍聴席においては、静粛を旨とし、飲食、議事の妨害とな

る行為はできません。携帯電話その他の電子機器による通

話（着信音等を発することを含む。）をしないでください。

４ 傍聴人は、すべて係員の指示に従ってください。

５ 傍聴を終えたときは、この券を返還してください。

備考 大きさは、縦 6センチメートル、横 9.5センチメートル
とする。
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様式２（委員会撮影等許可申請書）

年 月 日

（あて先）常任委員会委員長

特別委員会委員長

議会運営委員会委員長

所在地

名 称

代表者氏名

委員会撮影等許可申請書

次のとおり貴委員会の審査を撮影等したいので、許可されるようお願いしま

す。

１ 期 間 年 月から 年 月まで

２ その他
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様式３（委員会撮影等許可書）

年 月 日

様

常任委員会委員長

特別委員会委員長

議会運営委員会委員長

委員会撮影等許可書

次により委員会の撮影等を許可する。

１ 期間 年 月から 年 月まで

２ 遵守事項

⑴ 撮影等をするに当たり、委員会運営に支障をきたすことのないようにする

こと。

⑵ 撮影等をしようとする者は、所属及び氏名を明らかにする名札（所定の傍

聴章若しくは腕章又は他者が常に視認することができる方法で着用する名刺

若しくは身分証を含む。）又は所属を明らかにする腕章を着用すること。

⑶ 撮影等を行う場所は、報道関係者席及び委員長が指定する場所とすること。


